
案内 催し・講座

1 臨時窓口の開設について 11 「西都花まつり２０２２」が開催されます

2 マイナンバーカードの休日・夜間受付について テゲバジャーロ宮崎ホーム戦のご案内

固定資産税の縦覧・閲覧のお知らせ 募集

ｃ

3 新型コロナウイルス感染症の影響により 12 会計年任用職員の募集について（健康管理課 健康推進業務）

ｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限までの申告などが困難な方へ 会計年任用職員の募集について（健康管理課 介護保険係事務補助業務）

ｎ

申告延長申請および期限後申告受付のご案内 13 会計年任用職員の募集について（学校事務）

ｔ

４月から休日納税相談の終了時間が変わります 会計年任用職員の募集について（読書活動推進員）

ｅ

4 はり・きゅう・マッサージ等施術料助成の申請・更新についてのお知らせ 相談

ｎ

5 一般不妊治療費助成について 14 行政相談所のご案内

ｔ

特定不妊治療費助成について 司法書士による消費生活無料相談をご利用ください

ｓ

6 令和４年度　農業用廃プラスチックの通常収集日について 高鍋年金事務所が出張年金相談を行います

7 農業者年金新制度の受給開始時期の選択肢拡大について その他

渇水対策について 15 図書館だより４月号

春の地域安全運動が実施されます 巻末

8 電池類の処分方法について ４月の西都市イベントカレンダー

9 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洗濯機・衣類乾燥機の処分方法について

10 木造住宅・木造倉庫販売のお知らせ

移住者向け市営住宅の提供について

■下表については回覧の際、有効にご利用ください。 ※お知らせは市ホームページでも閲覧できます。　　URL･･･https://www.city.saito.lg.jp
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新型コロナウイルス感染症の影響により、お知らせ印刷後に内容
変更となる場合があります。最新情報は市ホームページ「新型コ
ロナウイルス感染症関連情報まとめ」をご確認ください。

新型コロナウイルスに感染された方への思いやりを！
○差別・偏見をなくしましょう
○正しい情報に基づく冷静な行動をしましょう

４月１７日（日）は

西都市議会議員選挙の投票日です！



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information１ 
案内 

臨時窓口の開設について 
 

３月２９日（火）から４月３日（日）まで臨時窓口を開設します。 

３月下旬から４月上旬にかけては、引っ越しなどによる転入・転出手続のため、窓口がたいへん混雑します。 

この時期の窓口の混雑防止と市民の皆さまの利便を図るため、以下の一部窓口を開設しますので、ご利用ください。 

 

【時間延長の日時】 ３月２９日（火）～４月１日（金） 午後７時まで延長 

 

【休日開設の日時】 ４月 ２日（土）・４月３日（日） 午前９時～午後５時 ※健康管理課および建築住宅課を除く 

 

【開設する窓口・取扱業務】 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※なお、臨時窓口では、上記以外の業務の取り扱いはできませんのでご了承ください。 
 

 

 

 

（文書取扱：市民課） 
 

＜市民課＞ 

 戸籍住民係（４３－３６２３） 

  ・転入、転出、転居などの住民異動届の受付 

  ・住民票・戸籍関係証明の発行 

  ・印鑑登録、印鑑証明書の発行 

   ・住民異動に伴う通知カードおよび個人番号カードに関する業務 

 

＜健康管理課＞ 

  国保係（４３－０３７８） 

   ・国民健康保険の資格取得、喪失手続 

   ・保険証などの交付、回収 

 

 

＜福祉事務所＞ 

  子育て支援係（３２－１０２１） 

   ・住民異動に伴う子ども医療、児童手当異動手続 

 

＜建築住宅課＞ 

  住宅係（４３－０３７９） 

   ・住民異動に伴う市営住宅入居退去受付 

 

＜教育政策課＞ 

  学校教育係（４３－３４３８） 

   ・住民異動に伴う小中学校の就学事務 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーカードの休日･夜間受付について 
 

平日に都合がつかない方は、期間限定で、休日・夜間に市民課窓口で申

請などができます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、必

ず電話予約をお願いします。なお、各支所では休日の受付などは行ってい

ませんのでご注意ください。 

 

■日時：３月２７日（日）午前９時から午後３時 

３月２９日（火）午後５時から７時 ※ 

３月３０日（水）午後５時から７時 ※ 

３月３１日（木）午後５時から７時 ※ 

４月 １日（金）午後５時から７時 ※ 

４月 ２日（土）午前９時から午後５時 

４月 ３日（日）午前９時から午後５時 

 

※午後５時以降は、照明の関係で新規申請ができません。カードの受取や

更新・暗証番号の設定などは受け付けています。 

 

■その他 

マイナポイント（最大20,000円分）を受け取るには、マイナンバーカ

ードを使って、マイナポイントの申し込みを行う必要があります。 

ただし、令和４年９月末までにマイナンバーカードを申請した方が対

象です。 

 

■予約・問合せ 

市民課 マイナンバーカード係 ３５－３０２０ 

 
 

 

 
 

（文書取扱：市民課） 

Information２ 
案内 

固定資産税の縦覧・閲覧のお知らせ 
 

令和４年度「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧と、「固定資産課税台

帳」の閲覧を以下のとおり税務課で行います。 

 

■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 

納税者が自己の土地や家屋の評価を、他の類似の土地や家屋の評価と

比較するための制度です。 

○期間：４月１日（金）～５月２日（月） 

※閉庁時は除きます。 

○時間：午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 

○縦覧できる方 

・納税義務者 ・納税管理人 

・相続人（相続人代表者以外の方は相続人と確認できる書類が必要） 

・納税義務者などの代理人（委任状が必要）･･･など 

○手数料：無料 

 

■固定資産課税台帳（名寄せ）の閲覧 

納税義務者や借地借家人の方が、自己に関係する固定資産について 

課税内容を確認する制度です。 

○期間：４月１日（金）より年間を通してできます。 

     ※閉庁時は除きます。 

○時間：午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 

○閲覧できる方 

 ・納税義務者 ・納税管理人 

・相続人（相続人代表者以外の方は相続人と確認できる書類が必要） 

・納税義務者などの代理人（委任状が必要） 

・借地借家人（賃貸借契約書などが必要）･･･など 

○ 手数料：１件３００円 （縦覧期間は無料で交付しています） 

 

（文書取扱・問合せ：税務課 資産税係 ４３－１１９７) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information３ 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

期限までの申告などが困難な方へ 
 

 オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間（申告所得

税：２月１６日～３月１５日）にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通

常の業務体制が維持できないことなどにより、申告が困難であった方につ

いては、４月１５日（金）まで（税務課では３月３１日申告受付分まで）

の間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるよ

うにしました。 

 簡易な方法は次のとおりです。 

 

所得税申告の際、確定申告書第１表右上余白に「新型コロナウイルスに

よる申告・納付期限延長申請」と記載してください。 

 

※申告期限および納付期限は原則として申告書を提出した日となります｡ 

そのため、申告・納付が可能となった時点で提出してください。 

※市で作成する確定申告書については、税務課職員が記載します。 

  
 

 

（文書取扱：税務課 市民税係） 

案内 

申告延長申請および期限後申告受付のご案内 
 

 確定申告期間に申告などが困難な方を対象とする、申告延長申請に伴う

申告相談および期限後申告受付は以下のとおりとします。 

以下の内容をご確認のうえ、スムーズな申告相談にご協力ください。 

 

・申告相談受付は完全予約制といたします。 

・相談を希望される方は、申告相談受付電話番号（３２－１００９〔市民

税係〕）へ電話してください。 

・申告相談希望日の１週間前からの予約となります。 

 例：３月２４日 午前１０時希望の場合は、 

３月１７日 午前１０時以降からの予約受付となります。 

・申告相談時間は、午前９時から１２時、午後１時から４時までです。 

・正午から午後１時は申告相談および予約受付はできません。 

・申告相談時間は、１枠３０分とします。 

・予約の方を優先します。 

・４月１日以降、所得税の増減のある方は、税務課での申告の後、高鍋税

務署での申告が必要となります。 

 

 
 

（文書取扱：税務課 市民税係） 

 
 

4月から休日納税相談の終了時間が変わります 
 

税務課では、毎月第４日曜に休日納税相談を実施しておりますが、４月２４日（日）の休日納税相談から、相談の終了時間が午後４時から午後３時に変

わります。ご相談を予定されている方はお間違えのないようお願いします。 
 

令和４年３月まで 午前９時から午後４時まで 

令和４年４月以降 午前９時から午後３時まで 
 

                        （文書取扱・問合せ：税務課 ４３－３４９０） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～後期高齢者医療制度に加入されている皆さまへ～ 

はり・きゅう・マッサージ等施術料助成の申請・更新についてお知らせ 
 

後期高齢者医療制度に加入されている方で、健康増進のために、はり・きゅう・マッサージの施術所に通われる場合には、施術料の助成を受けること 

ができます。 

                                             ↓令和４年度は黄色となります。 

○助 成 金 額 １回につき１，０００円以内 

○助成回数の限度 １日につき１回・年２４回まで 

 

助成を受ける際には、各施術所にて「はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証」の提 

示が必要です。受療証の必要な方は、以下のとおり申請をお願いします。申請は代理の方でも 

可能です。 

 

●申 請 日 時   令和４年４月１日以降、随時受付けます。 

●申 請 場 所   健康管理課 高齢者医療係（市庁舎１階 ９番窓口） 

●持参するもの      助成を受けられる方の保険証など（身分を証明できるもの） 

         ※代理申請の場合は、上記の身分を証明できるものとあわせて、代理 

の方の身分を証明できるものが必要です。 

 

【現在、受療証をお持ちの方】 

受療証の有効期限は３月３１日（木）となっていますので、更新を希望される方も上記の 

とおり手続きをしてください。なお、更新のご案内ハガキはお送りいたしません。 

ご了承ください。 

※期限を過ぎた受療証は使用できませんので返却をお願いします。 

 

 

 

 

 

（文書取扱・問合せ：健康管理課 高齢者医療係 ４３－０３７８） 

 
 

Information４

４４ 

案内 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Information５ 

案内 

一般不妊治療費助成について 
市では、一般不妊治療(人工授精)を受けているご夫婦に対して、不妊治

療に要する費用の一部を助成（１回１０万円まで、１年度あたり１回）し

ていますが、４月より一般不妊治療における人工授精が保険適用となる見

込みとなったことに伴い、令和４年度の一般不妊治療費の助成については、

終了することになりました。 

令和３年度分の一般不妊治療費の申請期限および方法などについては、

以下のとおりになりますのでご注意ください。 

 

【申請期限および方法】 

 ・一般不妊治療を終了した日から６カ月以内（ただし、令和４年１月１

日から３月３１日までに治療終了した方については、令和４年６月３

０日まで） 

・申請に必要なものを健康管理課へご持参ください。 

 ・申請書類は健康管理課にあります。また、市ホームページからも印刷

できます。 

【申請に必要なもの】 

 ・西都市一般不妊治療費助成金交付申請書（様式第１号） 

 ・西都市一般不妊治療費助成金交付医療機関証明書（様式第２号） 

 ・西都市一般不妊治療費助成金交付薬剤支払証明書（様式第３号） 

 ・医療機関等発行の領収書 

 ・市税を完納していることを証する書類（完納証明書）※夫婦分 

 ・住民票（続柄・住所が明記してあるもの） 
   

※夫婦のうちいずれか一方が西都市外の住民である場合は、 

(1)西都市民である方の住民票、(2)戸籍謄本が必要です。 

※婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合

は(3)西都市民である方の住民票、(4)夫婦それぞれの戸籍謄本､ 

(5)事実婚関係に関する申立書・治療により出生した子の認知につい

ての誓約書（様式第４号）が必要です。 
 

（文書取扱・問合せ：健康管理課 ４３－１１４６） 
 

特定不妊治療費助成について 
市では、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を受けているご夫婦に対し

て、不妊治療に要する費用の一部を助成していますが、４月より特定不妊

治療における体外受精、顕微授精が保険適用となる見込みとなったことに

伴い、令和４年度の特定不妊治療費についての助成については、終了する

ことになりました。 

令和３年度分の特定不妊治療費の申請期限および方法などについては、

以下のとおりになりますのでご注意ください。 

 

【助成内容】 

 ・助成金額：１回１５万円（治療により７万５千円）まで 

       男性不妊治療費・・・１回５万円まで 

 ・助成期間および回数：宮崎県特定不妊治療費助成金給付要綱に基づく 

【申請期限および方法】 

 ・申請期限は、特定不妊治療を終了した日から６カ月以内です。 

 ・申請に必要なものを健康管理課へご持参ください。 

 ・申請書類は、健康管理課にあります。また、市ホームページからも印

刷できます。 

 

【申請に必要なもの】 

 ・西都市特定不妊治療費助成金交付申請書（様式第１号） 

 ・宮崎県特定不妊治療費助成金給付決定通知書の写し 

 ・宮崎県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し 

 ・宮崎県男性不妊治療費助成事業受診等証明書の写し 

（※宮崎県要綱第４条第２項に規定する男性不妊治療費を申請する場合） 

 ・市税を完納していることを証する書類（完納証明書）※夫婦分 

 ・住民票（続柄・住所が明記してあるもの） 

  ※夫婦のうちいずれか一方が西都市外の住民である場合は、西都市の

住民である方の住民票のみ必要 

 

（文書取扱・問合せ：健康管理課 ４３－１１４６） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information６ 

令和4年度 農業用廃プラスチックの通常収集日(4月～6月）について 
 

案内 

【収集日】 

 令和４年４月から６月までの農業用廃プラスチック収集日は下の表の

とおりです。７月以降の収集については、６月ごろにお知らせします。

 また、市ホームページに収集日、搬入方法について掲載していますの

でご確認ください。 
 

 
童子丸集積所 三財集積所 

ビニール ポ リ ビニール ポ リ 

４月 ６日 ２０日 １３日 ２７日 

５月 ６日 １８日 １１日 ２５日 

６月 １日 １５日  ８日 ２２日 
 

★搬入の際には、現金または「農業用使用済プラスチック排出者カード 

(デポジット)」で処理料の支払いが可能です。排出者カードがお手元

に無い場合は再発行の手続きをしてください。 
 

【持込時間】 

 午前９時 ～ 午後４時 

 ただし、正午～午後１時は休憩のため受け入れを中断します。 
 

【直接搬入】 

 上記の収集日以外に持ち込みを希望する場合、お急ぎの場合は以下の

事業者へ直接持ち込んでください。 

 事業者名 宮崎県産業廃棄物再生事業協同組合 

 所 在 地 宮崎市大字島之内2932番地 

 電話番号 ０９８５－３９－２２６１ 

 受入時間 月～金 (祝日を除く) 午前９時～午後４時 

★年末年始などは営業日が変更となる可能性があるため、事前に確認 

 してから持ち込んでください。 

【処理費と分別】 

ビニール 

１１円/kg 

塩化ビニール 

※シルバービニールは「特別収集日」に引き取ります。 

ポリ 

３３円/kg 

ポリフィルム、シルバーポリ、ＰＯ系フィルム、 

クリンテート、プチプチ、暖房用ダクト、 

谷シート(透明)、マルチ、 

サイレージラップ（ネット状のものは不可）、 

肥料袋（麻袋の様に編んでいるものは不可）、 

柔らかい灌水チューブ（固い部分は除去）、 

柔らかい育苗ポット（固いもの、連結ポットは不可）、 

柔らかい液肥容器（固い容器、農薬容器は不可）   

★上記に分別できない農業用プラスチックは、特別収集日を設けて収集しま

すので、絶対に持ち込まずに各自で保管してください。 

★肥料袋、サイレージラップの中にペットボトル、サイレージネットなどの

異物を混入して搬入する方が散見されます。絶対に異物は混ぜないでくだ

さい。 

★麻袋のように編み込まれている肥料袋は特別収集日での搬入となります。 

★液肥容器は中をきれいに洗浄し、キャップ・容器口などの固い部分を取り

除いてから持ち込んでください。 

★黒色の谷シートは特別収集日での搬入となります。 

★ビニールは長さ１ｍ・幅５０cm・重さ２０kg程度、ポリは重さ１０kg程度

に、それぞれ同じ素材を使用して結束してください。また、サイドの耳ひ

もは抜いておき、作物屑や針金などの異物が無いように注意してください｡ 
 

★ガムテープなどで補強したものは、その箇所を除いて搬入してください。 

★ゴム製、金属製、ガラス製、発泡スチロール製の資材は搬入できません。 

 

 

（文書取扱・問合せ：西都市農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会 

  ≪事務局：農林課 園芸特産係 ３２－１００３≫） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案内 
Information７ 

農業者年金新制度の 

受給開始時期の選択肢拡大について 
 

 ４月１日から農業者年金新制度の受給開始時期の選択肢が広がります。

ただし、昭和32年４月２日以降に生まれた方が対象です。 
  

●農業者老齢年金について 

原則として65歳に達したときに裁定請求することで受給できますが、以

下のとおり受給開始時期の選択肢が広がります。 

① 65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択（裁定請求）できる。 

② 裁定請求をしないと、75歳から年金を受給することになる。 

③ これまでどおり、60歳以上65歳未満の間で繰上げ受給を選択できる。 
 

●特例付加年金について 

以下の特例付加年金の支給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時

期を選択（裁定請求）できます。受給開始年齢の上限はありません。また､

これまでどおり60歳以上65歳未満の間で繰上げ受給を選択できます。 

【特例付加年金の支給要件】 

  ア．農業者年金の保険料納付済期間等を20年以上有している 

  イ．農業を営む者でなくなること（経営継承を完了している） 

  ウ．原則65歳に到達（60歳からの繰上げ受給も可能） 
 

●留意事項 

 新制度の農業者年金は積立方式の確定拠出型年金であり、受け取る年金

額は積み立てた保険料の総額とその運用成績に応じて決まります。 

 一般的には、運用期間が長くなることで年金原資の充実が見込まれます

が、運用成績によっては必ずしも年金額が増えるとは限らず、マイナス運

用が続いた場合は年金原資が減少する場合もありますので、ご理解の上で

受給開始時期をお選びください。 

 

（文書取扱・問合せ：農業委員会 ４３－３５９５） 
 

農家の皆さまへ 

渇水対策について 
 

一ツ瀬川、三財川上流域周辺では、昨年12月以降まとまった降水がなく､

２月末現在において、一ツ瀬ダム、立花ダムの水位が減少しており、この

ままの状況が続けば、今後のダムの放流に支障をきたすこととなります。 

 

このため、関係行政機関、九州電力、関係団体などで、渇水時における

合理的な水利用を促す利水調整により、放流量の確保に努めているところ

です。 

 

農家の皆さまは、早期水稲の作付準備など用水の使用量が増える時期で

はありますが、このような事態をご理解いただき、効率的な水利用、節水

に努めていただきますようお願い申し上げます。 

 

  （文書取扱・問合せ：農林課 農村整備係 ４３－３４３２） 

 
 春の地域安全運動が実施されます 

 

４月１日（金）から１０日（日）まで春の地域安全運動が実施されます｡ 

 

運動の重点は 

①子供と女性の犯罪被害防止 

②うそ電話詐欺（特殊詐欺）の被害防止 

③鍵かけの徹底による乗り物対象の盗難被害防止 

となっています。 

安全・安心で住みよい地域づくりの実現のため、皆さまのご協力をよろ

しくお願いします。 

 
 

（文書取扱：生活環境課） 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
案内 Information８ 

電池類の処分方法について 
 

電池には、乾電池、コイン電池、ボタン電池、小型充電式電池などの種類があります。 

小型充電式電池が原因となる発火事故が西都児湯クリーンセンターの処理施設で本年度２０件発生しており、適切に処理をしないと大変危険です。 

電池を処分するときは、ルールを守って出しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－３４８５） 
 

■乾電池、コイン電池 

○ごみ集積所に出してください。 

  中身の見えるビニール袋などに入れて、収集日に決められた集積所に

出してください。 

乾電池はマンガン乾電池、アルカリ乾電池、リチウム電池が対象とな

ります。 

コイン電池は、フッ化黒鉛リチウム電池（型式記号ＢＲ〇〇）、二酸

化マンガンリチウム電池（型式記号ＣＲ〇〇）になります。 

 ※電池の種類については、電池記載の型式記号を見て判別してください｡ 

 ※回収する乾電池などは一般家庭から出るものに限ります。 

 ※ボタン電池は、対象になりません。 

 

■ボタン電池 

○使用済みのボタン電池は、電器店、ホームセンターなどの販売店にお

問合せください。 

  酸化銀電池（型式記号ＳＲ〇〇）、空気電池（型式記号ＰＲ〇〇）、

アルカリボタン電池（型式記号ＬＲ〇〇）が対象となります。 

ボタン電池には、一部、銀などの貴重な資源が含まれていますので、

リサイクルに協力してください。 

 ※電池の種類については、電池記載の型式記号を見て判別してください｡ 

               

■小型充電式電池 

○小型充電式電池は拠点回収を行っています。 

  使用済みの小型充電式電池（ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウ

ムイオン電池）は、ごみ集積所に出すことのないよう、コミュニティセ

ンター１階西側、市役所各支所、市粗大ごみ置き場に設置してある回収

ボックスに入れてください。 

  対象の小型充電式電池はニカド電池・ニッケル水素電池・リチウムイ

オン電池です。次のリサイクルマークの表示があるものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 ※機器から取り外し、小型充電式電池のみを排出してください。 

※小型充電式電池が取りはずせない小型家電製品は、そのまま回収ボッ 

クスに入れてください。 

 ※回収する乾電池などは一般家庭から出るものに限ります。 

 

【注意】 

処分する際は、金属類や電池同士で接触した際にショートして発火・ 

出火することがあるため、セロハンテープやビニールテープなどで電極

（＋極、－極）を覆ってください。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information９ 

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分方法について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（文書取扱：生活環境課） 

 
 

案内 

家電製品のうち、家電４品目については「家電リサイクル法（特定家庭

用機器再商品化法）」に基づいてメーカーが回収し、資源として再利用す

ることになっています。これらを処分するときは、以下の「処分の方法」

に従って処分してください。 

【家電４品目】 

○エアコン(室外機も含む) ○テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ) 

○冷蔵庫・冷凍庫     ○洗濯機・衣類乾燥機 

 

■処分の方法  

（１）新しい製品に買い換える場合 

   新しい製品を買う販売店に依頼し、引き取ってもらってください。 

（２）購入したお店がわかる場合 

   購入したお店に依頼し、引き取ってもらってください。 

（３）購入したお店が不明・遠方などの理由で引渡しができない場合 

家電製品メーカーや型番、テレビは画面サイズ、冷蔵庫・冷凍庫は 

容量を確認し、郵便局で家電リサイクル券を購入の上、以下のいずれ 

かの方法で処分してください。 

○家電リサイクル指定引取場所へ直接持ち込む 

 指定引取場所：九州産交運輸（株）宮崎センター 

        宮崎市島之内６３３２－１ 

        ０９８５－３７－０１１８ 

○市粗大ごみ置き場へ直接個人で持ち込む 

  市粗大ごみ置き場にて特定家庭用機器廃棄物処理手数料を別途

お支払いいただくことになります。 

■その他 

 ご自分で「粗大ごみ置き場」へ搬入できない方は、市が許可している一

般廃棄物収集運搬業許可業者(有料)を紹介いたしますので生活環境課 

（４３－３４８５）にお問合せください。 
 

品  目 区  分 

家電リサイ

クル券 

（郵便局） 

特定家庭用機器 

廃棄物処理手数料 

(粗大ごみ置き場) 
合  計 

テレビ 
1 5 型 以 下 ２,１００円 １,１００円 ３,２００円 

1 6 型 以 上 ３,２００円 １,６５０円 ４,８５０円 

エアコン 

室内機と 

室外機 １,２００円 

(規格なし) 

２,２００円 ３,４００円 

室内機または 

室外機 
１,１００円 ２,３００円 

冷蔵庫 

冷凍庫 

1 7 0 ℓ以 下 ４,０００円 １,６５０円 ５,６５０円 

1 7 1 ℓ以 上 ５,０００円 ２,２００円 ７,２００円 

洗濯機 

衣類乾燥機 
規格なし ２,８００円 １,６５０円 ４,４５０円 

【注意】 

・家電リサイクル券の金額は、主要メーカーの金額です。メーカーによっ

て家電リサイクル券の金額が異なる場合がありますので、郵便局でご 

確認ください。 

・家電リサイクル券を購入される場合は、製品のうしろか横に付いてい

るシールにメーカー名や型番などが記載してあるので、写真を撮るな 

どして郵便局に行ってください 

・家電のタイプによっては対象品目から除外されるものもあります。 

（例：液晶画面の携帯用テレビ・カーテレビ・浴室テレビ） 

・業務用として製造・販売されている家電４品目は、産業廃棄物になり 

ますので、産業廃棄物収集運搬業者にご相談ください。 
 

■処分にかかる費用 

  家電４品目を処分するときの１台当たりの家電リサイクル券購入費用 

（目安）と特定家庭用機器廃棄物処理手数料は、次のとおりです。 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木造住宅・木造倉庫販売のお知らせ 
宮崎県立産業技術専門校木造建築科の生徒が実習で建築した「木造住宅

（骨組みのみ）１棟・木造倉庫（骨組みのみ）５棟」が販売されます。 
 

■販売価格  

①木造住宅（延べ面積101.08㎡）479,958円  

②木造倉庫 ３棟（延べ面積 各棟 9.72㎡：切妻）48,577円／１棟 

③木造倉庫 １棟（延べ面積9.94㎡：切妻）48,930円（高鍋校制作） 

④木造倉庫 １棟（延べ面積9.94㎡：片流れ）48,906円（高鍋校制作） 

■販売条件 

 ○解体・運搬（搬出）を５月２７日（金）までに行える方。 

 ○解体・運搬・建築などに伴う手続は、すべて購入者で行ってください｡ 

 ○販売等営利を目的とした申込みはできません。 

 ○販売する木造住宅は、展示現状渡しです。ただし、設備機器、扉、 

サッシ、基礎を除きます。 

 ○販売する木造倉庫は、骨組みのみです。上記③④については高鍋校に

て受け取り・運搬（搬出）を行うこととなります。 

■申込期間 

 ４月１１日（月）から５月６日（金）まで 

※土日祝日を除く、午前８時３０分から午後５時まで 

■申込方法 

 宮崎県立産業技術専門校に備え付けの申込票に記入してください。 

  ※木造住宅の申込者が２名以上の場合は５月１１日（水）午後２時か

ら、木造倉庫の申込者が６名以上の場合は５月１１日（水）午後３

時から抽選を行います。 

■問合せ先 

 西都市大字右松３６２－１  

  宮崎県立産業技術専門校 管理課 ４２－６５０１ 
 

※見学できる日時：平日の午前９時から午後４時まで（住宅のみ） 

 

（文書取扱：商工観光課） 

 

 

Information10 

移住者向け市営住宅の提供について 
 

 市では、地域活性化を図るための人口増対策として、市外からの移住者

を積極的に受け入れたいと考えています。そのため、市営住宅の空家を移

住者の方の一時的な住まいとして提供しています。原則１年間という短い

期間での提供ではありますが、これから西都市で生活していこうとお考え

の方が近くにいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。 

 

 １．提供できる住宅 ※３・４・５階の部屋になります。 

住宅名 戸数 住宅名 戸数 住宅名 戸数 

三宅 ２ 瀬口 ２ 鹿野田 ２ 

稚児ヶ池 ５ 杉安 ２ 山田 ２ 

酒元 ２ 南方 ２ 
合計 ２２ 

白馬 ２ 札の元 １ 

 

 ２．提供できる期間 

    受付は４月１日から令和５年３月３１日の間で、申込みから１年

間の入居が可能です。また、特別の事情がある場合は、１年間の延

長が可能です。 

 

 ３．家賃 

   通常の市営住宅入居と同様に、収入に応じた家賃になります。 

 

 ４．敷金 

家賃の３カ月分の敷金が必要です。 

 

※その他いくつかの条件がありますので、詳しくは建築住宅課 住宅係まで

お問合せください。 

 

 

      （文書取扱・問合せ：建築住宅課 住宅係 ４３－０３７９） 

案内 
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「西都花まつり2022」が開催されます 
 

 春の西都原古墳群では、２，０００本の桜と３０万本の菜の花によるピ

ンクと黄色の色鮮やかなコントラストが楽しめます。 

 また、以下の日程で満開の桜と菜の花を背景に「西都花まつり」が３年

ぶりに開催され、出店や各種ステージイベントなど多彩な催しを予定して

います。ぜひ春の花々をご覧に、西都花まつりにお越しください。 
 

＜西都花まつりの概要＞ 

１. 期間：３月２９日（火）～４月４日（月） 

２. 時間：午前１０時～午後６時 

３. 場所：西都原古墳群 御陵墓前広場 

４. ステージイベント：４月２日（土）、３日（日） 

その他イベント： 

「西都菜の花レディ」による花の苗（ペチュニア）の無料配布、春

神楽、流木ギャザリング、バスボム作り、花電車など 

５．駐車場：約１，０００台（無料） 

※出店者による酒類の販売は行いません。 
 

＜西都花まつりボランティアスタッフの募集について＞ 

 西都花まつり実行委員会では、まつりを手伝っていただけるボランティ

アスタッフを募集しています。西都花まつりに少しでも興味のある方は実

行委員会までお問合せください。 

※応募条件などは特にございませんが、未成年者は保護者の承諾が必要

になります。無給での活動となりますが、当日のお弁当など必要なも

のは事務局で準備します。 
 

＜申込み先および問合せ先＞ 

 西都花まつり実行委員会事務局（西都商工会議所内） 

 ４３－２１１１ 

  

 （文書取扱：商工観光課 観光ツーリズム係） 

 

催し・講座 

テゲバジャーロ宮崎ホーム戦のご案内 
 

本市がホームタウンであるＪリーグチーム、テゲバジャーロ宮崎のＪ３

リーグホーム戦が次の日程で開催されます。ぜひスタジアムへ足をお運び

ください。 

 

【試合日程】 

節 試合日 開始時間 対戦相手 

第２節 ３月２０日(日) １３：００ ギラヴァンツ北九州 

第４節 ４月 ３日(日) １３：００ 鹿児島ユナイテッドFC 

 

【試合会場】 

ユニリーバスタジアム新富（新富町三納代１５８６） 

 

【チケットの購入方法】 

「前売券」 

◇Ｊリーグチケット（http://www.jleague-ticket.jp/club/tm/） 

◇オフィシャルショップ（宮崎市大淀４－６－２８ 宮交シティ３階） 

◇新富町チャレンジショップ（新富町三納代１７６５－１） 

※販売開始日は試合日の２週間前（ファンクラブ会員は３週間前） 

 

「当日券」 

◇試合会場にて購入（数に限りがございます） 

 

 

 

 

 

（文書取扱：スポーツ振興課） 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計年度任用職員の募集について 

（健康管理課 健康推進業務） 

業務内容 
健康推進業務に係る事務、データ入力、電話及び窓口対応

業務 など 

募集人員 １名 

任用期間 ４月１日（金）から令和５年３月３１日（金）まで 

勤務時間等 

午前９時～午後４時（休憩時間：正午～午後１時） 

週30時間 

休日：土日祝日および年末年始の指定日 

報酬額等 
時給９２５円以上 

（職務経験による加算あり。ただし上限があります） 

応募資格 
・健康で市税等の滞納がなく､普通自動車免許をお持ちの方 

・パソコンでの事務処理が可能な方 

福利厚生 
社会保険（健康保険、厚生年金保険）・労働保険・雇用保

険・有給休暇制度・通勤手当（2㎞以上）・期末手当 

募集締切 ３月２４日（木）まで ※必着 

応募方法 
市販の履歴書に顔写真を添付し必要事項を記載の上、健康

管理課（健康推進係）まで郵送または持参してください。 

 選考方法 
面接により選考します。 

※面接の日程は後日連絡します。 

問合せ先 
〒881-8501 西都市聖陵町2丁目1番地 

健康管理課 健康推進係 ４３－１１４６ 
 

                     （文書取扱：健康管理課） 

Information12 募集 

会計年度任用職員の募集について 

（健康管理課 介護保険係事務補助業務） 
業務内容 介護保険事業の事務補助 

募集人員 １名 

任用期間 ４月１日（金）から８月３１日（水）まで 

勤務時間等 

午前９時～午後４時（休憩時間：正午～午後１時） 

週30時間 

休日：土日祝日および年末年始の指定日 

報酬額等 
時給９２５円以上 

（職務経験による加算あり。ただし上限があります） 

応募資格 
・パソコンでの事務処理が可能な方 

・市税等滞納のない方 

福利厚生 
社会保険（健康保険、厚生年金保険）・労働保険 

雇用保険・有給休暇制度・通勤手当（２㎞以上） 

募集締切 ３月２４日（木）まで ※必着 

応募方法 
市販の履歴書に顔写真を添付し必要事項を記載の上、 

健康管理課まで郵送または持参してください。 

選考方法 
面接により選考します。 

※面接の日程は、後日連絡します。 

その他 
期日までに応募がなかった場合、募集を継続する可能性が

ありますので、お問合せください。 

問合せ先 
〒881-8501 西都市聖陵町２丁目１番地 

 健康管理課 介護保険係 ４３－３０２４ 

（文書取扱：健康管理課） 
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会計年度任用職員の募集について 

（学校事務） 

業務内容 
市内小学校事務室での業務全般 

（文書受付、学籍事務、就学援助事務など） 

募集人員 ３名 

任用期間 ４月１日（金）～令和５年３月３１日（金） 

勤務時間等 
午前９時～午後４時 （休憩時間６０分） 

休日：土日祝日および年末年始の指定日 

報酬額等 
時給９２５円以上 

（職務経験による加算あり。ただし上限があります） 

応募資格 健康で市税等の滞納のない方、パソコン操作ができる方 

福利厚生 

社会保険（健康保険、厚生年金保険）・労働保険 

雇用保険・有給休暇制度・通勤手当（２㎞以上） 

期末手当 

募集締切 ３月２５日（金）まで ※必着 

応募方法 
市販の履歴書に顔写真を添付し必要事項を記載の上、 

教育政策課まで郵送または持参してください。 

選考方法 
面接により選考します。 

※面接の日程は、後日連絡します。 

その他 学校の現状に合わせ、勤務時間の変動があります。 

問合せ先 
〒881-8501 西都市聖陵町２丁目１番地 

      教育政策課 学校教育係 ４３－３４３８ 
 

（文書取扱：教育政策課） 
 

募集 

会計年度任用職員の募集について 

（読書活動推進員） 

業務内容 
学校図書館の環境整備、図書の貸出・返却業務、図書館担当

教諭の支援など 

募集人員 １名 

任用期間 ４月１日（金）～令和５年３月３１日（金） 

勤務時間等 
１２時間／週（４８０時間／年） 

休日：土日祝日および年末年始の指定日 

報酬額等 
時給９２５円以上 

（職務経験による加算あり。ただし上限があります） 

応募資格 健康で市税等の滞納のない方、パソコン操作ができる方 

福利厚生 労働保険・有給休暇制度・通勤手当（２㎞以上） 

募集締切 ３月２５日（金）まで ※必着 

応募方法 
市販の履歴書に顔写真を添付し必要事項を記載の上、 

教育政策課まで郵送または持参してください。 

選考方法 
面接により選考します。 

※面接の日程は、後日連絡します。 

その他 学校の現状に合わせ、勤務内容の変動があります。 

問合せ先 
〒881-8501 西都市聖陵町２丁目１番地 

      教育政策課 学校教育係 ４３－３４３８ 
 

（文書取扱：教育政策課） 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政相談所のご案内 
 行政相談所では、総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国・県・市

町村、独立行政法人、特殊法人（ＪＲ、日本郵便株式会社等）など行政全

般について、皆さまから受けた苦情や意見・要望を公正・中立な立場から

解決や実現を促進するお手伝いをしています。相談は無料で、秘密は厳守

いたしますので、気軽にご相談ください。 

  

 ○日  時：４月１４日（木） 午前１０時～１２時 

       次回は、５月１２日（木）午前１０時～１２時 

 ○場  所：本庁舎２階 ２０１会議室 

      

 ※新型コロナウイルス感染防止のため、中止となる場合があります。 

 

（文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－１５８９） 

Information14 

高鍋年金事務所が出張年金相談を行います 
 

 高鍋年金事務所では、年金に関する各種手続きについて出張相談を行っ

ています。老齢厚生年金・遺族厚生年金などの手続きや相談もできますの

で、ご利用ください。なお、予約が必要ですので高鍋年金事務所に電話で

お申込みください。 

 

【相談日】 ４月２１日（木） 次回は５月１９日（木）です。 

【時 間】 午前１０時から１２時、午後１時から３時です。 

【場 所】 市民課 年金係 

 

 

年金相談は事前に電話予約が必要です。 

 

【予約先】 

 高鍋年金事務所 ２３－５１１１ 

 

【予約方法】 

●相談日の１か月前から受付します。 

（例：4/21の相談日の場合は、3/21から受付開始） 

●電話予約の時には、基礎年金番号・住所・氏名・生年月日・電話番

号・相談内容をお知らせください。 

 また、年金相談日に持参するものをご確認ください。 

●相談日にはできるだけ本人がおいでください。 

代理の場合は、委任状・代理の方の身分証明書（運転免許証など）

をご用意ください。 

 

 

 

 

（文書取扱：市民課） 

 

相談 

司法書士による消費生活無料相談を 

           ご利用ください 
 市では、司法書士による無料の消費生活相談を行っています。 

借金問題、訪問販売や架空請求による被害などでお困りの方はぜひ、ご

利用ください。 

 ○日  時：４月５日（火）午後１時～４時 

       次回は、５月１０日（火）午後１時～４時 

      ※相談時間はお一人約３０分です。 

 ○場  所：本庁舎２階 ２０１会議室 

      ※新型コロナウイルスの感染状況により、電話での相談とな 

       る場合があります。 

 ○申 込 先：生活環境課 市民生活係（４３－１５８９） 

 ※予約が必要となりますので、必ず事前にお電話ください。 

 

（文書取扱：生活環境課） 
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図書館だより4月号 市立図書館（43－0584）4月の休館日 4・11・18・25日 
 

その他 

●新１年生に「ブックバック」をプレゼントします。 

 市内小学校に通う新１年生に、図書貸出用「ブックバック」と図書の貸

出がわかる「読書通帳」「チャレンジ読書１年生」をプレゼントします。 

 「チャレンジ読書１年生」は図書館おすすめの本１００冊と自分で選ぶ

５０冊の合わせた中から、１００冊読むとプレゼントがもらえます。 

 ４月下旬から５月にかけて学校から配布されます。 

 

●読まれた本の感想（レビュー）を書いて提供していただくと「さいとく

カード」のポイントがつきます。 

 市立図書館の本を借りて、返却の際に読まれた本の感想（レビュー）を

提出していただくと「さいとくカード」のポイント（５０ポイント）がつ

きます。１カ月お一人様２回までとさせていただきます。カウンター横に

ある手作りプレゼントとも交換できます。詳しい内容については、職員に

お声掛けしてください。 

 提供していただいた感想は館内展示や図書館ホームページにて内容のみ

掲載（個人情報を除く）公開させていただきます。用紙は図書館のカウン

ターに置いてあります。 

 みなさんの本の感想（レビュー）をお待ちしています。 

 

●貸出の際、「除菌ＢＯＸ」をご自由にお使いください。 

 ・４５秒間紫外線除菌をします。 

 ・中が青く光っている時は扉を開けないでください。 

 ・前の方の本が入ったままの場合は、カウンターへお声かけください。 

 

●香典返し、一般寄付の受付を行っています。 

 本の購入にあてさせていただき、有効に活用させていただきます。 

 

 

 

【一般図書新刊のご案内】 

◎知っておきたい不妊症・不育症ガイド （藤井 知行） 

◎「呪術廻戦」の強さを手に入れる言葉 （大山 くまお） 

◎冷やしとひと塩で魚はグッとうまくなる （前田 尚毅） 

◎大谷翔平 常識を超えた１００の秘密 （インテルフィン編集部） 

◎庭は私の秘密基地 （銀色 夏生） 

◎妄想美術館 （原田 マハ／ヤマザキマリ） 

◎ルポ路上生活 （國友 公司） 

◎ＪＫ、インドで常識ぶっ壊される （熊谷 はるか） 

◎世界でいちばん素敵な物理の教室 （東京大学CAST） 

◎「わきまえない女」だった北条政子 （跡部 蛮） 

（ 

【児童図書新刊のご案内】 ☆は絵本です 

☆のっているのはだあれ？ （新井 洋行） 

☆かんじるえ （大谷 陽一郎） 

☆トミカコレクション２０２２ （ポプラ社） 

☆アブナイこうえん （山本 孝） 

☆ひー （りとう ようい） 

◎虫っておもしろい！ （養老 盂司） 

◎わたしはスナメリ 小さなイルカ （松橋 利光） 

◎北条政子 鎌倉時代の礎を築いた尼将軍 （山本 みなみ） 

◎しんどい時の自分の守り方 （増田 史） 

◎格差と分断の社会地図 （石井 光太） 

 

 

 

◎ 

 

（文書取扱・問合せ：社会教育課 図書館係 ＴＥＬ４３－０５８４ ＦＡＸ４１－１１１３） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月の西都市イベントカレンダー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱：総務課 秘書広報係） 

 

日 曜 イベント内容 

１ 金  

２ 土  

３ 日 （休日医）のぐち眼科クリニック TEL:42-0039 

４ 月 西都花まつり2022 最終日 →11ページ 

５ 火 司法書士による消費生活無料相談 ※要予約 →14ページ 

６ 水  

７ 木  

８ 金 市内中学校（妻・穂北・都於郡・銀鏡）入学式 ※銀上小学校含む 

９ 土  

10 日 
宮崎県立妻高等学校 入学式 

（休日医）佐藤クリニック TEL:43-5309 

11 月 市内小中学校（三財・三納） 入学式 

12 火 市内小学校（妻北・妻南・穂北・茶臼原・都於郡） 入学式 

13 水  

14 木 行政相談 →14ページ 

15 金  

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 イベント内容 

16 土  

17 日 
西都市議会議員選挙 投票日 

（休日医）すぎお医院 TEL:41-1177 

18 月  

19 火 
無料法律相談 社会福祉協議会 TEL:43-4613 

人権相談 生きがい交流広場 TEL:43-1204 

20 水  

21 木 出張年金相談 ※要予約 →14ページ 

22 金  

23 土 子ども読書の日イベント 図書館 TEL:43-0584 

24 日 
休日納税相談 税務課 TEL:32-1001 

（休日医）宇和田胃腸内科 TEL:42-0111 

25 月  

26 火  

27 水  

28 木  

29 祝 
（休日医）上山医院 TEL:43-1129 

＜昭和の日＞ 

30 土  

 

tel:32-1001

